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１．本日の検討内容 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

第４回 和光市立地適正化計画策定委員会 本日の検討内容 

資料１ 

≪和光市立地適正化計画 目次構成案≫ 

第１章 立地適正化計画の概要 

 策定の背景／計画の位置付け／計画区域
／計画期間 

第２章 市の現況と都市構造上の課題 

 現況／課題 

第３章 立地適正化計画で目指す将来の姿 

 立地適正化計画におけるまちづくりの方
針／都市の骨格構造 

第４章 誘導施設・都市機能誘導区域 

 誘導施設／都市機能誘導区域 

第５章 居住誘導区域 

 居住誘導区域 

第６章 防災指針 

 災害ハザード情報の整理／災害リスクの
高い地域等の抽出／地域ごとの防災上の
課題／地区ごとの課題を踏まえた取組方
針／具体的な取組・スケジュール 

第７章 誘導施策 

 居住誘導に係る施策／都市機能誘導に係
る施策／公共交通に係る施策 

第８章 計画の推進に向けて 

 目標の設定／評価・見直しの考え方／届
出制度 

参考資料 

 策定体制／策定経過／用語解説 

※目次構成は現時点案であり、今後変更の可能性があります 

第１回策定委員会（8/19） 
＜主な内容＞立地適正化計画の概要、現況 

第２回策定委員会（11/16） 
＜主な内容＞都市構造上の課題、立地適正化
計画で目指す将来の姿 

第３回策定委員会（1/30） 
＜主な内容＞立地適正化計画で目指す将来の
姿（都市の骨格構造） 

第４回策定委員会（3/28）  本日  
【報告】 

◆都市の骨格構造（資料３） 
・第３回策定委員会を受けて修正した都市の
骨格構造の報告 

 
【本日ご議論いただきたいポイント】 

◆誘導施設・都市機能誘導区域（資料４） 
・各所属分野の視点にて、民間施設を中心
に、和光市駅周辺で拠点性向上において現
状で不足している、もしくは新たに誘導が
必要な施設はありますか？ 

・都市機能誘導区域は、今後施設の集積を図
る区域として適切ですか？ 

◆居住誘導区域（資料５） 
・居住誘導区域を決める視点として（浸水想
定区域、土砂災害警戒区域以外の地域で）
設定の考え方に共感できますか？ 

第５回策定委員会（R5年 5月） 
＜主な内容＞防災指針 

第６回策定委員会（R5年 8月） 
＜主な内容＞誘導施策 

第７回策定委員会（R5年 10月） 
＜主な内容＞計画書（素案） 

≪各回の検討内容≫ 
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２．誘導施設・都市機能誘導区域・居住誘導区域の関係性 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

都市計画マスタープラン 

 
市の都市計画（土地利
用、都市施設、市街地整
備等）に関する方針をま
とめた計画 
→和光市では令和 3年度
策定済み 

誘導施設  
誘導施設は、都市機能誘導区域に立
地を誘導する施設であり、まちの魅
力づくりや居住者の利便性などの観
点から検討し、現在不足している機
能（施設）や、今後とも維持が求めら
れる機能（施設）等を対象に設定しま
す。 

都市機能誘導区域  
都市機能誘導区域は、誘導
施設を誘導する区域であ
り、用途地域や施設の立地
状況等を勘案して設定しま
す。 

居住誘導区域  
居住誘導区域は、居住を誘
導すべき区域であり、市街
化区域内のうち、災害リス
クのある区域や、工業系の
土地利用がなされている
場所などを除いて設定し
ます。 

市域（都市計画区域） 

市街化区域 

商業系用途地域 災害リスクの 
ある地域 

道路 

工業系用途地域 公園 

市域（都市計画区域） 

市街化区域 

市街地整備区域 

立地適正化計画 

 
特に市街化区域内の居住
（及びそれを維持するた
めの施設、公共交通）に
関する計画 

資料４ 資料４ 資料５ 

和光市都市計画マスタープラ
ンに示した市の都市計画の基
礎となる考え方を踏まえつ
つ、和光市立地適正化計画で
居住誘導、都市機能誘導、公
共交通のネットワークのこと
を考えていく 


